
 期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  平成22年５月28日 

                                            岩手県人事委員会 

委員長 及 川 卓 美  

岩手県人事委員会規則第21号 

   期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部を改正する規則 

 期末手当及び勤勉手当に関する規則（昭和39年岩手県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第12条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する

。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地

方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２

項及び第３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外

国派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病

又は地方公務員災害補償法第２条第２項及び第３項に規

定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的

法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第２条第３項第

１号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係

る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保

険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項に規定する通勤

（当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の

場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第

２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条

第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による負

傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかった期間から

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６年岩

手県条例第57号。次号において「勤務時間等条例」という

。）第３条第１項又は給与等条例第26条の２第１項に規定

する週休日並びに給与条例第31条第１項又は給与等条例

第27条第１項に規定する祝日法による休日等及び年末年

始の休日等（次号において「週休日等」という。）を除い

た日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

 

 

 

 

 

(８)～(11) ［略］ 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第12条 ［略］ 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する

。 

(１)～(６) ［略］ 

(７) 負傷又は疾病（公務上の負傷若しくは疾病若しくは地

方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第２条第２

項及び第３項に規定する通勤による負傷若しくは疾病（外

国派遣職員の派遣先の機関の業務上の負傷若しくは疾病

又は地方公務員災害補償法第２条第２項及び第３項に規

定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。）又は公益的

法人等派遣職員の公益的法人等派遣条例第２条第３項第

１号に規定する派遣先団体において就いていた業務に係

る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保

険法（昭和22年法律第50号）第７条第２項に規定する通勤

（当該派遣先団体において就いていた業務に係る就業の

場所を地方公務員災害補償法第２条第２項第１号及び第

２号に規定する勤務場所とみなした場合に同項及び同条

第３項に規定する通勤に該当するものに限る。）による負

傷若しくは疾病を除く。）により勤務しなかった期間から

職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例（平成６年岩

手県条例第57号。以下「勤務時間等条例」という。）第３

条第１項又は給与等条例第26条の２第１項に規定する週

休日、割り振られた勤務時間の全部について勤務時間等条

例第９条の４第１項又は給与等条例第26条の９第１項の

規定に基づき超勤代休時間（勤務時間等条例第９条の４第

１項又は給与等条例第26条の９第１項に規定する超勤代

休時間をいう。）を指定された日並びに給与条例第31条第

１項又は給与等条例第27条第１項に規定する祝日法によ

る休日等及び年末年始の休日等（次号において「週休日等

」という。）を除いた日が30日を超える場合には、その勤

務しなかった全期間 

(８)～(11) ［略］ 



３ ［略］ ３ ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 
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